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3. 相談窓口の周知広報資料 

① 広報カード 

事業者において、「相談窓口の周知広報資料」として活用できる様式例を作成しました。 

自由に加工編集いただけますので、各事業者にてご活用ください。 

外部相談窓口については、外部機関が作成した周知広報資料と併せて、周知広報することも有効です。 

 

【低年齢児童～小学生向け】 

＜おもて＞ 

 

＜うら＞ 

 

は、各事業者にて、業種や地域等に合わせた適切な相談窓口の名称及び連絡先等を 

記載ください（複数の相談窓口を記載することも有効です）。他の媒体も同様。 

出典：本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。 
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【中高生向け】 

＜おもて＞ 

 

＜うら＞ 

 

出典：本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。 
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② 掲示物 

【低年齢児童～小学生向け】 

 

出典：本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。 
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【中高生向け】 

 

出典：本調査研究にて作成。パワーポイントファイルを別途公表。 
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③ 法務省 周知リーフレット 

【小学生向け】  

＜おもて＞ 
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＜うら＞ 

 

出典：法務省 https://www.moj.go.jp/content/001404802.pdf 
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【中高生向け】 

＜おもて＞ 
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＜うら＞ 

 

出典：法務省 https://www.moj.go.jp/content/001404806.pdf 

 

  


